令和８年度佐賀市歴史民俗館公募イベント応募要領
１　趣旨

観光振興を目的とした市民活動において、佐賀市歴史民俗館を会場にイベントを
実施する団体を公募するものとする。

２　応募条件

（１）　自ら企画した佐賀市の観光振興に寄与すると考えられるもの

（２）　政治的活動又は宗教的活動を行わないもの

（３）　営利を主たる目的とする活動を行わないもの。ただし、イベントの一部と
　　　して物販等を行うことは可能。

（４）　日常的活動でないもの
（５）　実施日数がおおむね７日以内であるもの
３　提案条件

（１）　事業内容

　　　佐賀市歴史民俗館の有効な活用を行い、観光振興に資するものであること。
（２）　会　場

　　　歴史民俗館のうち旧古賀銀行、旧古賀家、旧牛島家、旧三省銀行のいずれかの施設を利用することができる。ただし、事業実施期間に、市が主催（共催）するイベントで使用する施設を利用することはできない。
　（３）　事業実施期間
　　　　令和８年４月１日（水）から令和９年１月３１日（日）までのうち歴史民
俗館の開館日。使用する時間については、原則午前9時から午後5時まで(準　備・撤去含む)とする。
　（４）　応募回数
　　　　同一の団体又は個人による応募は、事業実施期間内において２回までとす
る。
　（５）　応募期限
　　　　原則として、イベント実施日の１か月前まで（市報を用いて当該イベントの
告知を希望する場合は、３か月前まで）
　
４　提出書類の内容及び提出方法等

　（１）　提出書類

　　　　佐賀市歴史民俗館公募イベント応募用紙（別記様式）

　　　　イベントの詳細が分かる企画書（任意様式）
　　　　
　（２）　提出場所及び方法

　　　　佐賀市観光振興課に持参又は郵送等によって提出すること。ただし、持参の場合は開庁日（平日のみ：９時～１７時）を条件とする。
　（３）　企画書等の作成に要する費用は、企画提案者の負担とする。

５　選定
選考は書類選考とする。審査基準については別に定める。

６　その他
この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
